


橋本市病院事業職員の研修等に関する規程の一部を改正する規程  

 

橋本市病院事業職員の研修等に関する規程(平成 24年病院事業管理規程第4号 )の一部を次のように改正す

る。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。  

 

改 正 後  改 正 前  

(費 用 の 負 担 ) (費 用 の 負 担 ) 

第 6条  略  第 6条  略  

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 研 修 に 要 す る 費 用 の

一 部 又 は 全 部 を 支 給 範 囲 を 超 え て 負 担 す る こ と が で き る 。  

 

   

   附  則  

この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。  


